
令和６年度 岩倉峡公園キャンプ場の管理に関する評価シート 

 

１ 施設の概要 

名称 岩倉峡公園キャンプ場 

所在地 伊賀市西高倉 6358番地の１ 

構成施設等 

管理棟、シャワー棟、バーベキュードーム、トイレ（１個所）、炊舎（炉

場、洗い場）、物置小屋、常設テントデッキ７基、持込テントデッキ２

基、テーブルセット 13基 

開館日及び 

開館時間 

開設時期：３月１日から 12 月 28 日。ただし、12 月 28 日は、（１）又

は（２）に掲げる区分による使用に限る。 

（１） バーベキュー場（昼） 午前 10時から午後３時 30分まで 

（２） バーベキュー場（夜） 午後４時 30分から午後９時まで 

（３） 宿泊キャンプ場及びオートキャンプ場 使用許可を受けた期

間の初日の午後１時から末日の午前 10時まで 

休館日 
休業日は、12月 29日から２月末日まで。キャンプ場開設期間中（３月

１日から 12月 28日）は、休業日はなし。 

施設所管課 建設部都市計画課 

 

２ 指定管理者等 

団体名称 公益財団法人伊賀市文化都市協会 

指定期間 令和６年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

指定管理料 総額 52,330,000円（令和６年度 9,948,000円） 

 

３ 業務実施の状況 

（１）施設の使用の状況 

区分 
貸出可能

数（件） 

貸出数 

（件） 

稼働率 

（％） 

利用者数

（人） 
備 考 

バーベキュードーム 302 90 29.8   

キャンプ場 301 22 7.3   

      

計    2,520  

 

（２）利用料金の収入等の状況 

区分 
利用料金合計

(A) 

減免額 

(B) 

差引額 

(A-B) 

うち、 

未収入額 

利用料金 1,439,900  1,439,900  

     

     

計 1,439,900  1,439,900  

 

（３）管理に関する収支状況                          単位：円 

収入 支出 差引 

(A-B) 指定管理料 利用料金 その他 合計(A) 合計(B) 

9,948,000 1,439,900 354,118 11,742,018 11,678,317 63,701 

※自主事業に係る経費を除く。  



４ 評価 

（１）【 施設名 】の設置目的、評価指標及び達成水準 

ア 施設の設置目的 

野外活動を通じ、教育、文化、健康及び福祉の増進に資すること。 

 

イ 評価指標及び達成水準 

評価指標 達成水準 達成状況 

企画事業の実施 年３回 〇 

達成状況に対するコメント 

 防災ソロキャンプ（６月）、ぶんとキッズ・アカデミー（９月）、ハンモック体験（10月）

の３回を計画通り実施している。 

 

（２）運営業務に関する市の履行確認及び評価 

ア 人員配置 

業務内容 履行確認 市評価 

本業務を実施するために必要な業務体制を確保するとともに、労働

基準法を遵守し、本業務を効率的に行うための業務形態にあった適

正な人数の従業員を配置すること。（最低限必要な従業員として、

常時（休業日含む）を２人以上の係員を配置すること。） 

〇 

Ｂ 
管理責任者１人を配置すること。 〇 

従業員に対して、人権研修や接遇研修など業務に必要な研修を実施

すること。 
〇 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 

イ 施設の使用 

業務内容 履行確認 市評価 

施設の使用申請を受け付け、利用を許可すること。 〇 

Ｂ 

利用申請等の手続について必要な助言を行うこと。 〇 

利用許可、利用許可事項の変更、利用許可の取消し等に関しては、

岩倉峡公園キャンプ場条例及び岩倉峡公園キャンプ場条例施行規則

の定めるところにより処理すること。 

〇 

利用申請の受付及び許可に当たって、必要な帳簿を作成すること。 〇 

施設の臨時の休館について、必要な情報発信を行うこと。 － 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 開業期間中の休館は無かった。 

 

ウ 施設の利用促進 

業務内容 履行確認 市評価 

施設の利用案内、パンフレット等を作成すること。 〇 

Ｂ 施設のホームページを作成し、施設の利用案内、各種事業の案内等

を掲載し、利用者への情報提供及び新たな利用者確保のための広報

を行うこと。 

〇 



窓口、電話等での問い合わせや施設見学等への対応を行うこと。 〇 

ホームページ等で施設利用の予約状況が確認できるようにするこ

と。 
〇 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 

エ 利用料金 

業務内容 履行確認 市評価 

利用料金を設定すること。 〇 

Ｂ 

利用料金を徴収すること。 〇 

利用料金の減免及び返還を行うこと。 〇 

利用料金の設定、徴収、減免及び返還に関しては、岩倉峡公園キャ

ンプ場条例及び岩倉峡公園キャンプ場条例施行規則の定めるところ

により処理すること。 

〇 

利用者の求めに応じ、適格請求書を交付すること。 － 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 適格請求書を発行する事例は無かった。 

 

オ サービスの向上 

業務内容 履行確認 市評価 

施設利用者を対象に本施設において提供するサービスの評価に関す

るアンケートを行うこと。 
〇 

Ｂ 
施設利用者が自由に意見を記述し投函できるご意見箱を常設するこ

と。 
〇 

施設利用者の意見や要望を把握し自己評価を行い、適切かつ効果的

な管理運営に努めること。 
〇 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 

カ 苦情対応 

業務内容 履行確認 市評価 

利用者や市民等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応すること。 〇 

Ｂ 苦情の内容及び処理状況を速やかに市へ報告すること。 〇 

苦情に対する処理方法について、必要に応じて市と協議を行うこと。 〇 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 

（３）保守管理業務に関する市の履行確認及び評価 

ア 施設及び設備の保守管理 



業務内容 履行確認 市評価 

本施設の施設及び設備について、仕様書別表１に掲げる保守管理を

行うこと。 
〇 

Ｂ 

本施設の施設及び設備の保守管理上の不具合（軽微な場合を除く。）

を発見した場合は、速やかに市へ連絡すること。 
〇 

必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこと。 〇 

本施設の管理に必要となる電気、ガス、上下水道、通信に係る供給

契約又は使用契約について、契約者を市から指定管理者に変更する

こと。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 

〇 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 

イ 備品等の保守管理 

業務内容 履行確認 市評価 

基本協定書に記載のとおり備品等の保守管理を行うこと。 〇 Ｂ 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 

（４）その他の指定管理業務に関する市の履行確認及び評価 

業務内容 履行確認 市評価 

事業実施計画書及び収支計画書を提出し、市の承認を得ること。【中

間】 
〇 

Ｂ 

月次業務報告書を指定の期日までに提出すること。【中間・年度末】 〇 

事業報告書及び収支決算書を事業年度終了後２か月以内に提出する

こと。【中間】 
〇 

事業報告書の提出に併せて団体等の決算書を提出すること。【中間】 〇 

自己評価を行い、モニタリング結果を提出すること。【中間・年度末】 〇 

市がモニタリングに際して行う実地調査に協力すること。【中間・年

度末】 
〇 

必要に応じて連絡調整会議を開催すること。【中間・年度末】 〇 

市から会議の開催の要求があったときは、これに応じること。【中間・

年度末】 
〇 

評価に対するコメント（評価Ｂ以外は必須） 

 

 

【履行確認】 

○：業務を実施した。 

×：業務を実施していない。 

‐：業務が発生しなかった。 

 



【評価の基準】 

Ａ：協定書、仕様書等の水準を上回る（履行状況に「×」がなく、仕様以上の業務を行ったと

き。）。 

Ｂ：協定書、仕様書等の水準を満たしている（履行状況に「×」がないとき。）。 

Ｃ：協定書、仕様書等の水準を満たしていない（履行状況に１つ以上「×」があるとき。）。 
 


